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■ 兵庫県が決定する都市計画案の全体概要について 

 

兵庫県では、概ね５年ごとに下記の「◇ 兵庫県が決定する都市計画」に記載した都

市計画の定期的な見直しを行っております。 

 

兵庫県が決定する都市計画の役割について 

 

都市計画法では、都道府県が都市計画決定するものとして、広域的見地から都 

市計画の方針を定める「都市計画区域マスタープラン」や、市街化区域と市街化

調整区域を区分する「区域区分」、市街地の健全な発展等や開発整備を目的とし

た「都市再開発方針等」が規定されております。 

これらの手続きを進める際は、都道府県は関係市町村の意見を聴き、かつ、都

道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画決定するものと定められております。 

 

◇ 兵庫県が決定する都市計画 

（１） 阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（阪神地域都市計画区域マスタープラン）の変更 

都市計画法第６条の２に定められたもので、都道府県が、都市の発展や動向、

人口・産業の現状と将来の見通しなどを勘案して、中長期的視点に立った地域の

将来像及びその実現に向けた広域的・根幹的な都市の方向性を示すものです。市

町村都市計画マスタープランは、この方針に即したものとして定められます。 

（２） 阪神間都市計画区域区分の変更 

都市計画法第７条に基づき、無秩序な市街地の拡大を抑制し、計画的な市街化

の誘導を図るため、すでに市街化を形成している地域である「市街化区域」と、

市街地の拡大による環境悪化の防止や、農林漁業との健全な調和等を目的とする

「市街化調整区域」に区分する制度で、地域の実情の即した都市を形成していく

うえで根幹となる都市計画です。 

（３） 阪神間都市計画都市再開発の方針の変更 

都市計画法及び都市再開発法に定められたもので、市街地再開発事業などの計

画的な再開発の必要がある市街地の方針を長期的かつ総合的に示したものです。 

（４） 阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

都市計画法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法に定められたもので、良好な住宅、住宅地の開発整備を図るための方針を

長期的かつ総合的に示したものです。 

（５） 阪神間都市計画防災街区整備方針の変更 

都市計画法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に定め

られたもので、老朽化した木造建物の密集市街地における防災機能を確保するた

めの方針を長期的かつ総合的に示したものです。 

 

※ それぞれに兵庫県が作成した計画書及び理由書等を資料１『兵庫県が決定する都

市計画（案）』に添付しております。 
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都市計画法第６条の２に「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、第７条に「区

域区分」、第７条の２に「都市再開発方針等」として、それぞれ規定されており、相互に

かつ密接に関連しています。 

また、都道府県が都市計画決定する都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針）に即し、市町村は都市計画マスタープランを定めることとさ

れており、これらのマスタープランの内容に基づいて、個別具体の都市計画を定められ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、これらの見直しは、令和５年１２月に兵庫県が兵庫県都市計画審議会の議を

経て決定した「都市計画区域マスタープラン見直し基本方針」に基づき、取り組まれてお

ります。 
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三田市では、その基本方針に基づき、令和６年１２月には、都市再開発方針及び防災

街区整備方針の市素案の閲覧と意見書の受付を行い、住民意見を反映する機会を設けた

上で、市素案を作成し、県に提出しております。また、兵庫県におきましても、各市の

素案をとりまとめ、県の素案を作成し、令和７年６月に県素案の閲覧と意見書の受付、

説明会及び公聴会を行い、あらためて、住民意見を反映する機会を設けた上で、本案と

しております。 

なお、県の基本方針や市素案につきましては、それぞれ、令和６年１月、令和６年７

月、令和６年１１月、令和７年１月に開催した三田市都市計画審議会において、その概

要や考え方についてご報告させていただいております。 

 

 ※これまでの手続きにつきましては、15ページの「都市計画区域マスタープラン等の見

直しに係る手続きの経緯」も併せてご参照ください。 
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【参考】都市計画法（抜粋） 

(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 

第６条の２ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針を定めるものとする。 

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定める

ものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるもの

とする。 

一 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるとき

はその方針 

二 都市計画の目標 

三 第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に

関する主要な都市計画の決定の方針 

３ 都市計画区域について定められる都市計画(第１１条第１項後段の規定により

都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)

に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即

したものでなければならない。 

 

 (区域区分) 

第７条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

め必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下

「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区

域については、区域区分を定めるものとする。 

一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 

イ 首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又は同条第４項に規定する

近郊整備地帯 

ロ 近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域又は同条第４項に規定す

る近郊整備区域 

ハ 中部圏開発整備法第２条第３項に規定する都市整備区域 

二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 

２ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 

３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 

 

 (都市再開発方針等) 

第７条の２ 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市

再開発方針等」という。)を定めることができる。 

一 都市再開発法第２条の３第１項又は第２項の規定による都市再開発の方針 

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条

第１項の規定による住宅市街地の開発整備の方針 

三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第３

０条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針 

四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項の規定

による防災街区整備方針 

2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含

む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。 
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■ 阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（阪神地域都市計画区域マスタープラン）の見直しについて 

 

資料１『（１）阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（阪神間都市計画区域マス

タープラン）の見直しについて（１ページ）』を参照ください。 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、

都市計画区域に定める都市計画とされています

が、兵庫県では、神戸市を除いた広域的な圏域の

設定により、６つの地域に区分し、それぞれの都

市計画区域を対象として策定しています。 

阪神間都市計画区域は、阪神地域（尼崎市、西

宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市

及び猪名川町）を対象とした「阪神間都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針」をもって、「阪

神地域都市計画区域マスタープラン」としてお

ります。 

構成については、「１ 基本的事項」と「２ 阪

神地域の都市計画の目標等」の２部構成となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 基本的事項 

阪神地域の将来像の実現に向けた広域的・根幹的な都市計画の方向性を示し、市町村

の都市計画に関する基本的な方針の指針となる役割を担っています。 

対象区域は、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

の７市１町です。 

目標年次は、25年後の令和 32年の都市の姿を展望しつつ、５年後の令和 12年に設定

されています。 

都市計画区域マスタープランの構成 

5



第２ 阪神地域の都市計画の目標等 

１ 都市計画の目標 

(１)地域の魅力・強み 

・空港アクセス、鉄道、高速道路などの充実した交通網が発達していること。 

・大阪や神戸への通勤利便性、高等教育機関の集積など教育環境の充実、甲子園球場、

宝塚大劇場など全国的にも知名度が高い地域資源を有するなど、多彩な魅力をもつ

「住みたい街」を有すること。 

・臨海部の阪神工業地帯、国内物流港湾としての「尼崎、西宮、芦屋港」、湾岸エリア

の道路ネットワークなど、産業を中心にポテンシャルの高いベイエリアを有するこ

と。 

・大消費地に近接する立地の優位性を生かした都市近郊農業や、甲山森林公園など、 

複数の県立都市公園を有し、身近で豊かな自然環境があること。 

 

（２）地域の課題 

・土地利用では、中心市街地の防災性向上や駅周辺の都市機能の更新などによる中心 

市街地の活性化、工場跡地の土地利用の調整、高齢化・老朽化・空き家の増加など

に伴う活力低下を抱えるオールドニュータウンの再生。 

・交通インフラでは、阪神高速神戸線での慢性的な渋滞緩和に向けた対応。 

・防災では、河川や沿岸部での浸水・、山麓などでの土砂災害リスクへの対応。 

 

（３）目指すべき都市構造 

現在の阪神地域は、神戸地域から大阪市に

かけて密度の高い市街地が連坦し、東西、南

北に複数の鉄道・バスからなる公共交通ネッ

トワークを形成した都市構造となっていま

す。これに対して、将来の都市構造では、阪

神地域が県全体の活力を牽引するため、民間

投資の積極的な活用などにより都市機能の

充実・強化が図られ、公共交通ネットワーク

を生かし、近接する拠点間での都市機能を確

保します。 

図に示す通り、鉄道駅周辺などを地域拠点

とし、各拠点をつなぐ交通ネットワークを形

成します。臨海部は産業拠点とします。 

市街地では、利便性の高い駅周辺の高度利

用などにより高い人口密度を維持し、居住環

境の魅力を高めます。市街地以外では住民主

体による集落の機能維持や地域活性化を促

進し、地域活力を維持していきます。 
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（４）都市づくりの重点テーマ 

・大規模業務施設や都市型住宅などの投資の誘導による市街地の整備と建築物の耐震

化をはじめとした防災・減災対策の強化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間の取組と連携を図り、土地利用計画や規制を柔軟に見直すことで人の流れを生

み出し交流を促進し、大阪湾ベイエリアの活性化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生活利便施設や子育て支援施設などの立地誘導、ニュータウンの既存ストックの活

用などによる住環境の高質化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市街地内の公園・緑地などグリーンインフラを活用した都市の快適性・防災性の 

向上。 
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２ 区域区分の決定の有無及び方針 

（１）区域区分の決定の有無 

阪神間都市計画区域は、市街地が連たんし、依然として開発需要が高いため、引き 

続き区域区分を定めます。 

 

（２）区域区分の方針 

現市街化調整区域で、既に市街地を形成している区域や計画的な市街地整備が確実

に行われる区域を市街化区域に編入します。一方、現市街化区域で、災害のリスクが高

い区域などを市街化調整区域へ編入します。 

 

３ 都市づくりに関する方針 

（１）土地利用に関する方針 

・住宅地では、鉄道駅周辺の高度利用や都市型住宅、郊外部のゆとりある住宅地を誘

導するとともに、既成市街地などの良好な住環境を維持。また、住宅地の魅力を高

めるため多様な暮らしや働き方に必要な都市機能の充実。 

・商業・業務地では、県全体の活力やにぎわいの牽引に向けて、多様な都市機能が集

積する利便性の高い主要鉄道駅周辺の都市機能の充実・強化。 

・工業地では、臨海部の工場集積地や内陸部のインターチェンジ周辺などでは、既存

産業の一層の充実や新たな産業の形成。 

・市街地において、オールドニュータウンの再生や大規模工場跡地などの土地利用転

換に特に配慮。 

・市街化調整区域では、地域の活力の維持に資するまちづくりに向けて、地区計画や

特別指定区域の活用など開発許可制度の弾力的運用。 

 

（２）都市施設に関する方針 

・交通施設では、基幹道路ネットワークの一層の拡充に向け、名神湾岸連絡線の早期

完成に向けた取組を促進するとともに、都市計画道路尼崎宝塚線など南北幹線の整

備により安全で円滑な道路交通環境を確保。 

・公園・緑地では、六甲山系、北摂山系などの都市近郊に残る自然環境や優れた風致

を保全。 

・河川・下水では、猪名川や武庫川などにおいて、洪水などによる浸水被害に対して

住民の安全確保に向けた河川整備を計画的に推進。 

 

（３）市街地整備に関する方針 

・大規模業務施設や都市型住宅などの民間投資を適切に誘導し、都市の競争力の強化。 

・既成市街地内においては、公民連携でビジョンを共有し、空地などの暫定利用やリ

ノベーション、道路空間の再構築など多様な手法を組み合わせ、段階的・連鎖的・

持続的な市街地の更新と価値向上。 
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（４）防災に関する方針 

・広域防災拠点と地域防災拠点などとの連携や緊急輸送道路の整備や橋梁の耐震化を

推進するなど防災拠点の整備とネットワークの形成。 

・建築物の耐震化・不燃化、上下水道などのライフラインの耐震化を推進し、都市の

耐震化・不燃化。 

・総合的な治水対策、優先度の高い箇所から防潮提の嵩上げなどを推進すること、自

然緑地の保全と防災機能の強化、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンに

おける市街化の抑制など、水害・土砂災害などに強い地域づくり。 

 

（５）環境共生に関する方針 

・脱炭素化の推進として、地域拠点や生活拠点などへの都市機能の集積や居住の誘導、

公共交通の利用促進などコンパクトな都市構造を形成。また、自家用車から公共交

通や自転車などへの転換や、尼崎、西宮、芦屋港を活用した物流のモーダルシフト

を推進。 

・グリーンインフラの活用として、水辺空間の保全を図り、六甲・北摂山系などの森

林や市街地内の緑化空間などと有機的につなげ、多面的な効用を有する水と緑のネ

ットワークを形成・充実。自然・田園が広がる地域では、「農」との健全で調和した

計画的な土地利用を誘導。 

・豊かな自然環境を有する六甲・北摂山系などの森林を保全し、都市における森林資

源の活用を推進。 

 

（６）景観形成に関する方針 

・黒川地区をはじめとする集落と田園が一体(いったい)となった里山などの恵まれ

た自然景観を保全。 

・旧伊丹郷町の城下町などの歴史的まちなみを有する地区、関西学院周辺などの眺 

望景観を有する地区など、住民が誇りと愛着を持てる個性ある景観の保全・形成。 

  

（７）地域の活性化に関する方針 

・阪神間モダニズムに代表(だいひょう)される独自の市民文化、地域資源や日本遺産

の構成文化財などを生かした都市型観光(かんこう)を促進。 

・県立芸術文化センターや宝塚大劇場などの多彩な芸術文化施設により芸術文化を通

じた国内外の交流を促進。 

・都市に近い豊かな自然環境を生かした多様なライフスタイルが実現できるまちづく

りを支援。 
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■ 阪神間都市計画区域区分の見直しについて 

 

資料１『（２）阪神間都市計画区域区分の見直しについて（45 ページ）』を参照くださ

い。 

 

区域区分 

都市計画法第７条に規定される都市計画で、計画書には、市街化区域と市街化調整区

域との区分として、その位置を計画図に表示し、市街地規模の根拠となる人口フレーム

として市街化区域に配分する人口が示されています。 

これは、上記の阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（阪神地域都市計画

区域マスタープラン）に示す、区域区分の方針や将来の見通しを反映したものとなって

います。 

 

兵庫県の基本方針 

市街化区域の規模は、目標年次における人口や産業を適切に収容し得る区域としてお

ります。 

市街化区域に編入する区域は、市町都市計画マスタープラン等に位置付けられ、既に

市街地を形成している区域などとし、また、市街化区域内であっても、計画的な市街地

整備の予定がない区域については、市街化調整区域への編入に努めることとされていま

す。 

 

三田市の考え方 

これら基本方針に沿って検討した結果、令和６年７月 19日および令和６年 11月 7日

の都市計画審議会でもご説明いたしましたとおり、区域区分の変更はありませんでした。 

 

阪神間全体の見直し 

将来的な土地利用を見据え、計画的な市街地整備が確実に行われる区域などを市街化

区域に編入することとしており、その結果、資料１の 59ページの阪神間都市計画区域の

変更概要のとおり６箇所で変更が行われます。 

その理由として、既成市街地を市街化区域に編入するとともに、市街化の見込みのな

い地域を市街化調整区域に編入いたします。また、市街化区域と市街化調整区域の境界

となっている地形地物の位置の変更に伴い、境界調整により変更するものとなっていま

す。 
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■ 阪神間都市計画都市再開発の方針の変更について 

 

資料１『（３）阪神間都市計画都市再開発の方針の変更について（67 ページ）』を参照

ください。 

 

１ 基本的事項 

本方針は、都市計画法第７条の２及び「都市再開発法」の規定に基づくもので、市街

地の健全な発展と秩序ある整備のための事項を定めています。 

 

２ 都市再開発の基本方針 

市街地開発事業等のほか、既存ストックの有効活用や民間投資の適切な誘導等による、

市街地の整備・改善の推進、主要な鉄道駅周辺における低未利用地や生産緑地以外の農

地等の利活用の促進等、公共施設の統廃合や、大規模工場の移転等による未利用地につ

いては、周辺地域との調和に配慮した適切な土地利用の誘導等としています。 

 

３ 計画的な再開発が必要な市街地の整備 

整備課題を抱える既成市街地について、「計画的な再開発が必要な市街地」として位置

付け、再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関す

る方針等を「別表１（資料１p72～81）」に示しております。 

重点的に市街地整備を推進すべき地区については、「特に一体的かつ総合的に市街地

の再開発を促進すべき地区の整備」として、整備又は開発の計画の概要を別表２(資料１

p82～92)に示しております。 

 

三田市の方針 

これら基本方針に沿って検討した結果、令和７年１月 23 日の都市計画審議会でもご

説明いたしましたとおり、三田市では、都市計画法が適用される昭和４５年以前から市

街地が形成されていた三田・三輪地区の既成市街地を計画的な再開発が必要な市街地と

しており、見直し方針では、市街地再開発事業に取り組んでいる三田駅前Ｃブロック地

区を再開発を促進すべき地区として位置付けています。 

 

参考となりますが、資料１の 94 ページには、計画的な再開発が必要な市街地の区域

（青囲み）の位置図として拡大したものになります。 

なお、資料１の 95ページには、再開発推進地区の計画図（三田駅前Ｃブロック地区の

区域）を示しています。 
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■ 阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について 

 

資料１『（４）阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について（105 ペー

ジ）』を参照ください。 

三田市では、該当する地区はございません。 

 

１ 基本的事項 

本方針は、都市計画法第７条の２及び「大都市地域における住宅及び住宅地の供給に

関する特別措置法」に基づくもので、阪神間都市計画区域において住宅及び住宅地の供

給を促進するため、良好な住宅市街地の開発整備に係る事項について定めています。 

 

２ 住宅市街地の開発整備の目標 

今後の人口減少に伴い、郊外部での新たな住宅市街地の開発の抑制、既存ストックの

質の向上による既成市街地の更新によって、京阪神地域での住宅地としての競争力を強

化するとしています。 

 

３ 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

主要駅周辺では中高層を中心とした土地利用、既成市街地の低未利用地では、都市施

設と需要の見極めによる事業の推進、老朽化した団地等では、建替え等により良好な住

環境の形成を図るとしている。 

 

４ 重点地区 

「兵庫県住生活基本計画」（令和４年３月改定）に定める重点供給地域のうち、市街地

開発事業等の面的整備事業の実施等により、良好な住宅市街地として計画的に開発整備す

べき地区を重点地区に位置付け、当該地区の整備又は開発の計画の概要を別表（資料１

p110～114）に示す。 

 

三田市の方針 

三田市では、ニュータウンを代表とする計画的住宅地は、すでに事業完了しておりま

すので、重点地区としての位置づけはありません。 
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■ 阪神間都市計画防災街区整備方針の変更について 

 

資料１『（５）阪神間都市計画防災街区整備方針の変更について（121ページ）』を参照

ください。 

 

１ 基本的事項 

本方針は、都市計画法第７条の２及び「密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律」に基づくもので、老朽木造建築物の密集市街地において整備を図るため、

整備又は開発の計画の概要を定めております。 

 

２ 防災街区整備の方針 

防災上課題を持つ密集市街地について、防火・準防火地域、地区計画等の規制誘導手

法や、市街地開発事業、耐震改修事業等の各種事業を活用しつつ、建築物の建替え等に

よる耐震化・不燃化、延焼防止及び避難に有効な道路、公園等の防災施設の整備等に取

り組むことで、安全で安心な市街地の形成を図ることとしております。 

 

３ 防災再開発推進地区等の整備 

住民のまちづくり意識の高まりや合意形成の状況、防災・減災に対する知識の普及や

住民の協働・参画の熟度を踏まえて推進する地区・地域を定めています。 

 

三田市の方針 

これらの方針に沿って検討した結果、令和７年１月 23 日の都市計画審議会でもご説

明いたしましたとおり、資料１の 126ページの別表２では三田市のＪＲ三田駅周辺につ

いて、老朽化した木造建築物の密集、生活道路の防災上の危険度を踏まえて、課題地域

に位置づけています。 

また、参考となりますが、資料１の 130ページには、課題地域の位置図として拡大し

たものを添付しております。 
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■ 法定縦覧及び意見募集の結果について 

 

これらの都市計画の見直し案について、都市計画法の規定に基づき、令和７年 11 月

25 日から 12 月 9 日の２週間、県庁及び市役所の窓口にて案の縦覧及び意見書の提出を

求めました。 

周知には、県による広報と県ホームページでの案概要の掲出、市ではホームページに

よる案内を行った結果、２件の意見書の提出がありました。また、市の窓口での縦覧者

は０名、ホームページの閲覧数は５５件でした。 

 

参考 阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の変更案の縦覧結果 

１ 実施概要及び結果 

① 対 象 ・ 阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（阪神地域都市計

画区域マスタープラン）の変更 

・ 阪神間都市計画区域区分の変更 

・ 阪神間都市計画都市再開発の方針の変更 

・ 阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

・ 阪神間都市計画防災街区整備方針の変更 

② 縦覧期間  令和７年 11月 25日（火）～令和７年 12月９日（火） 

 ③ 縦覧方法  ア 市役所本庁舎５階都市デザイン課（縦覧者数 ０人） 

イ 三田市ホームページより兵庫県ホームページにリンク（閲覧件数 

５５件） 

ウ 兵庫県及び芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市並び

に猪名川町の所管窓口 

④ 意見の提出方法  住所、氏名、年齢、電話番号を記入のうえ、郵送、ファックス、

電子メールにて提出。様式は任意。 

⑤ 意見書件数  ２件 

 

２ 主な意見項目 

    名神湾岸連絡道路 

 

 

 

 なお、三田市としては、これらの縦覧結果等を踏まえて、現時点においては、「兵庫県が

決定する都市計画（案）」は、三田市都市計画マスタープランの内容及び都市計画施策の推

進にあたり、特に支障はないものと判断しております。 

 つきましては、各委員のご意見を踏まえながら、最終、三田市としての意見を兵庫県に

回答させていただきます。 
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■ 今後の予定について 

 

今後の予定としましては、審議会委員の皆様から意見書をいただいた後、三田市から

兵庫県に意見回答をいたします。 

兵庫県では、阪神間都市計画区域内の各市町の意見回答と、縦覧の結果を踏まえて、

２月に予定されている兵庫県都市計画審議会で変更案について諮問されます。 

その審議会の答申を経て、令和８年３月に都市計画の変更告示を行う予定となってお

ります。 

 

参考 都市計画区域マスタープラン等の見直しに係る手続きの経緯 
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参考 阪神地域都市計画区域マスタープラン等の見直しに係る公聴会における 

公述人の意見の要旨及びこれに対する県の考え方 
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【参考】名神湾岸連絡線の位置図 
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